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Original report 

図１：Countries’ climate mitigation commitments under the “South-North Dialogue Proposal, P34-35 
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FAIR 2.1 モデルによる定量分析 

2005 年には、den Elzen らが、FAIR 2.1 世界モデルを使って、この南北提案のグループ分

けした国々の削減目標を計算している。IPCC の SRES モデル基礎シナリオを使って、「政治

的に受け入れ可能な」シナリオ、及び他の 4 つのシナリオについて、400,450,500,550 ppm 

CO2 換算の安定化を目指した計算結果を示している。 

· 附属書 1国は、2020 年に 90 年比 30-35%, 2050 年に 80-90%の削減 

· NICs の排出枠は、2010 年まで増加させることが出来るが、その後大幅削減 

· RIDCs は、2020 年は BAU からやや下げる、2050 年までには低排出レベルに達す

る 

· RIDCs の大多数と、Other DCs 他の途上国グループ、及び LDCs 低開発途上国グ

ループの多くも、2010 年から 2030 年までには、NICｓグループに入っている必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この「政治的に受け入れ可能な」シナリオ（附属書 1 国 2020 年に 20％削減）では、

2020 年に 500ppm に抑えることが可能な範囲には入ってくるが、2度未満はほぼ達成できな

い。2度未満達成の可能性を高める 400-450ppm を目指すには、さらなる厳格な目標設定の

結果が計算されている。 

政治的に受け入れ可能なシナリオ計算結果（den Elzen et al, p.43-44） 
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GDR（The Greenhouse Development Rights Framework） 

 

提案の背景 

2007 年 11 月に、アメリカの気候変動政策提言 NGO である Ecoequity が、ストックホル

ム環境研究機関とともに出した提案。クリスチャンエイドやオックスファムなど開発人道

で実績のある国際 NGO のサポートのサポートを受けており、温暖化防止社会の中において、

途上国の開発の権利を最優先においた提案となっている。 

2008 年に改良版を出す予定で、現在そのサマリーが公表されている。（2008 年 10 月現在） 

 

提案の意義 

GDR の基本的なスキームは、国によってグループ分けするのではなく、人に注目する。

それぞれの国において基本的な生活レベル以上の所得を持つ国民の合計所得と、歴史的責

任に基づいて、それぞれの国へ排出枠を配分する考え方である。したがって、現行の条約、

京都議定書における「附属書 1国」などの区別は、使用しない。 

途上国の開発の権利を保証しながら、気候変動を緩和させようとするもので、負担能力

と歴史的責任の二つを組み合わせて指標とする。急速に発展している途上国には、それな

りの負担を求めるが、指標をもとに各国別に割り当てる排出枠によって、先進国に、途上

国の削減義務の一部が割り当てられる（つまり、先進国の資金で途上国の緩和を行う）ス

キームである。 

と同時に、途上国の差異化だけではなく、先進国間における目標の比較可能性、および

先進国間における途上国への資金援助の負担配分も、自動的に決まる点に特徴がある。 

 

提案の概要 

提案は、まず 2 度以上にあがる

確率を15％から30％に抑えられる

「 2 度 緊 急 経 路  (2 degrees 

emergency pathway)」と称したシ

ナリオを、強く推奨してはじまる。

そのためには、世界の総排出を

2013 年に頭打ちにして、2050 年に

は 90年比 80％削減を目指す。現在

の附属書 1 国は、2010 年から年に

6％ずつ削減して、2050 年にはほぼ

ゼロにする必要がある。途上国は発展する余地が残されるが、それでも 2020 年には、排出

を頭打ちにして、2050 年までに 6％ずつ削減する。 
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GDR 提案は、「排出削減を負担する能力」と、「温暖化への責任」の二つをあわせた指標

を用いる。 

まず、途上国の持続可能な開発の権利を保証するために、「開発閾値」として、人が飢餓

から解放されるだけではなく、最低限文化的な生活ができる値として、一日 20 ドル（PPP

調整後）、年に 7500 ドルを設定（この数値は国連のミレニアムゴールを達成した生活レベ

ルと考えられ、また途上国の中流階級が当てはまってくる数値と考えられる）、これ以下の

人口の所得を計算からはずす。それ以上の生活を営む人口の総所得を足して、それぞれの

国の「負担可能能力」指数とする。 

次図は、7500 ドルの閾値を越える人口比をあらわしており、インドと比べてアメリカで

は人口のほとんどが閾値を超えていることがわかる。 
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次に「責任」指数として、温暖化への寄与分として、1990 年から 2010 年までの累積排

出を、年に 7500 ドル未満の人口に呼応する消費分を引いて、それぞれの国の責任指数とす

る。 

この二つを合わせて「RCI（Responsibility-Capacity-Index）責任―能力インデックス」

とする。次図は、左から、人口、収入、能力、累積排出、責任数値となっており、能力と

責任分から、自動的に RCI 責任能力インデックスインデッスが決まる。あとは、このイン

デックスが示す割合で、目標設定や、緩和や適応に必要とされる資金負担の配分を決めて

いくのである。 
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「2 度緊急経路」の目標設定に使用する場合を見ていくと、赤の線が、世界で必要とさ

れる排出削減で、アメリカ、EU、他の附属書 1 国、中国、インド、他の非附属書 1 国に必

要とされるそれぞれの国の排出削減経路となる。 

 

GDR 提案では、それぞれの国

に割り当てられる削減目標は、

世界全体の排出から割り出し

た数値である。したがって、累

積排出が多い（責任が多い）先

進国は、「2度緊急経路」では、

ある年から、排出義務は、国内

総排出を上回る結果となる。 

 

 

 

 

 

それをアメリカと中国の場合で見ていくと、アメリカは 2025 年の前に、GDR による割り

当ては、ゼロを越えてマイナスとなっている。それに対して、中国は、国の GDR 割り当て

は、2015 年以降横ばいだが、実際の削減は、他の高い GDR 諸国のサポートによって、行わ

れることになる。 
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このように、急速に発展している途上国においては、いくらかの自助努力で国内削減を

行わなければならないが、より大きな削減は、国際的な努力によって実現することになる。 

 

これは、2 度緊急経路を目指した場合であり、他のより高い濃度での安定化を目指すシ

ナリオでは、当然のことながら、必要削減数値は異なってくる。また、計算からはずす収

入の閾値 7500 ドルや、累積排出の設定年度（今回は 1990 年から 2010 年に設定してある）

なども、国際交渉の議論で決めていけばよいとしている。 

 

 

南北提案、GDR 提案の長所、短所 

 

南北提案は、現行の枠組みにある附属書 1 国などの既存の仕組みの上に積み上げた理論

であり、また経済開発進展度による区別が政策決定者には理解されやすい。一方、グルー

プ分けに使う指標が多く、どのような計算方式で組み入れられるのかが難解である点は否

めない。その結果、グループ分けされた国の中には首をかしげるようなものが入っている。

また、４，５グループに分けるだけであるので、どのグループに入れられるかによって、

削減義務がまったく違ってくるので、多くの例外規定などを求める個別の難交渉が予想さ

れる。 

 

その点、GDR 提案は、附属書 1 国などの既存の区別を使わないが、指標が、負担能力と

歴史的責任の二つだけで計算されるので、非常にシンプルである。また目指す安定化シナ

リオや、累積排出の年度や収入の閾値などの指標に使う数値を、最初に交渉で決めれば、

あとは自動的に計算されるため、例外規定などを求める個別の難交渉は避けられる。しか

し、先進国にとっては、国内で大幅削減をした上に、さらに途上国の削減分の大きな負担

までかかってくるため、強い抵抗が予想される。 

ただし、GDR 提案は、先進国の負担割合が自動的にはじき出されるので、先進国の比較

可能性を見るのに使える可能性を秘めている。また途上国への緩和や適応への資金援助に

おける、先進国間における負担割合を決めるツールとして使えるため、今後、資金メカニ

ズムの提案に使われていくと思われる。 

 

2020 年に向けては、「一人当たり排出量」を同等にすることを目標にするのは、まだ現

実的ではないので、何らかの指標を用いて、途上国の差異化、及び先進国の比較可能性を

図り、交渉を前へ進めていかねばならない。 

何が「衡平」であるのか、2009 年に向けて加速する交渉の中で冷静に分析しながら、危

険な悪影響を防ぎうる 2度未満の達成の可能性がある道を探っていかねばならない。 

 



第 3 回スクール・コペンハーゲン 2009 「途上国の差異化について」 
2008 年 10 月 29 日 

WWF ジャパン 小西雅子 
 

 13 

【注：南北提案、及び GDR 提案についての引用は、 
必ず以下に掲載してある元資料に当たって確認してからお願いします。】 
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